
○京極町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金交付要綱 

 

令和８年４月１日 

要 綱 第 ６ 号 

（総則） 

第１条 京極町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、京極町補助金交付規則（平成５年規則第５号。以下「規則」という。）に定めが

あるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、京極町民又は建設業者等に雇用される従業員等の除排雪機械の運転に

必要な運転免許等の資格取得に係る費用を補助することにより、除排雪機械の運転手とな

る人材の確保と後継者育成を支援し、もって地域住民の安全な道路環境の維持に資するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）京極町民 京極町に住所を有し京極町会計年度任用職員として除排雪業務への従事を

希望する者 

（２）建設業者等 京極町内に本社を有する建設業者等（建設業法（昭和 24年法律第 100号）

第３条第１項の規定により建設業の許可を受けた者をいう。）で、京極町内の国道、道道、

町道及び公共施設等の除排雪業務を直近５年以内に受託実績がある者をいう。 

（３）除排雪機械 除雪トラック、ロータリ除雪自動車、ホイールローダ、ダンプトラック、

ホイール式バックホウ、バックホウ、ブルドーザ及びグレーダをいう。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、除排雪機械の運転に必要な資格を取得しようとする京極町民又は従

業員等（以下「除排雪機械運転免許等取得希望者」という。）を雇用している建設業者等と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。 

（１）京極町が徴収する税金及び次項で定める各使用料を滞納している者（雇用する従業員

等を含む） 

（２）京極町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づき指名停止措置を受けた者で

あって、当該指名停止措置の期間を経過していない者 

３ 前項第１号で定める各使用料とは、次に掲げるものをいう。 

（１）公営住宅使用料等 京極町営住宅管理条例、京極町特定公共賃貸住宅の設置及び管理

に関する条例、京極町単独住宅の設置及び管理に関する条例、京極町子育て支援住宅の設



置及び管理に関する条例、並びに京極町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例で

規定する徴収金をいう。 

（２）水道料金 京極町水道事業給水条例で規定する水道料金をいう。 

（３）下水道使用料 京極町下水道条例で規定する下水道使用料をいう。 

 

（除排雪機械運転免許等取得希望者の条件） 

第５条 除排雪機械運転免許等取得希望者は、次の条件を全て満たす者とする。 

（１）普通自動車免許を所持している 60歳未満の者 

（２）除排雪機械運転免許等の資格を取得した日の属する年度の翌年度から起算して３年（ 

以下資格取得後３年」という。）を経過する日まで京極町又は補助対象者の除排雪業務に従

事することを確約する者 

 

（補助対象経費等） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる資

格の全部又はいずれかを前条に規定する除排雪機械運転免許等取得希望者に新たに取得さ

せるために必要な教習料及び講習料の額とする。ただし、補助対象経費について、他の制

度による補助金の交付を受けている場合は、当該補助対象経費から控除するものとする。 

（１）大型自動車免許 

（２）大型特殊自動車免許 

（３）車両系建設機械(整地・運搬・積込み用機械)運転技能講習 

２ 除排雪機械運転免許等取得希望者が資格の取得に至らなかった場合は、補助対象経費と

しないものとする。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とする。ただし、除排雪機械運転

免許等取得希望者１人につき 30万円を限度とする。 

２ 同一の除排雪機械運転免許等取得希望者が２回以上に分けて資格を取得した場合は、そ

の合計額を補助対象経費とし 30万円を限度とする。 

３ 前項の規定により算出した額に 1,000 円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる

ものとする。 

 

（計画承認） 

第８条 この要綱における補助対象者になろうとする者は、京極町除排雪機械運転免許取得

支援事業計画書（様式第１号）に次の各号に定める関係書類を添え、原則として資格の取

得に要する教習又は講習受講に着手する前に町長に提出し、承認を得なければならない。 

（１）補助対象者及び除排雪機械運転免許等取得希望者に町税及び各使用料の滞納がない旨

を証明する書類又は納税・納付確認同意書 

（２）除排雪機械運転免許等取得希望者の雇用証明書の写し 



（３）除排雪機械運転免許等取得希望者の普通自動車免許証の写し 

（４）除排雪機械運転免許等取得希望者の誓約書 

（５）除排雪機械運転免許取得等希望者の住民票等その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による計画書の提出があったときは、その内容を審査し、この結果

を京極町除排雪機械運転免許取得支援事業承認等決定通知書（様式第２号）により補助対

象者に通知する。 

 

 （交付申請） 

第９条 前条の規定による計画承認を受けた補助対象者が、この補助金の交付を受けようと

するときは、規則に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて町長に提出するものと

する。 

 

（交付決定） 

第 10条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付することを適当と認めたときは、規則に定める指令書により補助対象者に通知す

るものとする。 

 

（実績報告） 

第 11条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに、規則に定める補助事業等実績報告

書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。 

（１）除排雪機械運転免許取得等希望者が資格を取得したことを確認できる書類 

（２）補助対象経費を支払いしたことが確認できる書類 

（３）補助事業実績内訳書(様式第３号) 

（４）その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第 12条 町長は、前条第１項の規定による報告書の提出があったときは、その報告に係る補

助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものである

かどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則に定

める検査調書を添えて補助対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 13条 補助金は前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、規則の定める

ところにより補助金全額の返還を命ずるものとする。 

（１）第５条第２号の規定に違反したとき 



（２）資格取得後３年以内に免許取消し処分を受けたとき 

 

（在籍状況等の報告） 

第 15条 補助対象者は、除排雪機械運転免許等取得者の在籍状況及び資格取得者が自ら除排

雪機械を運転して除排雪業務に従事したこと(以下「在籍状況等」という。)を、この事業

の完了した日の属する年度の翌年度から起算して３年間、京極町除排雪機械運転免許取得

支援事業資格取得者在籍状況等報告書(様式第４号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報

告しなければならない。 

（１）取得した資格を保持していることを確認できる書類 

（２）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告の基準日及び期限は、次に掲げる日とする。 

（１）資格取得者の在籍状況等の報告基準日 当該年度の３月 31日 

（２）報告の期限 前号の翌年度の４月 20日 

 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



様式第 1号（第８条関係） 

 

京極町除排雪機械運転免許取得支援事業計画書 

 

京極町長 様 

 

住 所 

氏 名 

 

 京極町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金交付要綱第８条の規定により承認を得たい

ので提出します。 

記 

１ 事業者名 

 

２ 除排雪業務を行う道路等（主なもののみで可） 

 

３ 除排雪業務で使用する大型免許、大型特殊免許が必要な除雪車の台数 

          台 

 

４ 事業者に雇用されている上記３の除雪車を運転できる資格取得者の人数 

          人 

 

５ 除排雪機械運転免許等取得希望者 

除排雪機械運転免許等 

取得希望者氏名（年齢） 
資格の名称 補助対象経費（円） 交付申請予定額（円） 取得期間 

     

     

     

合 計     

注１ 補助対象経費の内訳を確認できる書類（従業員等が取得する資格の種類、教習所の見積等）を添付してく

ださい。 

 ２ 交付申請額は、千円未満の端数を切り捨てた額を記載してください。 

 

６ 本補助金による、事業者にとっての除排雪体制強化の狙い 

（該当に☑。複数選択可） 

□ 除排雪オペレーターの交代要員の充実 

□ 除排雪オペレーターの世代交代の促進 

□ その他（            ） 

  ※上記２、３、４、６は、町の除排雪業務を契約済みであれば当年度の、契約未了であれば前年度

の状況を記載することを基本とする。 



様式第２号（第８条関係） 

 

京極町除排雪機械運転免許取得支援事業承認等決定通知書 

 

 

住 所 

氏 名 

 

   年  月  日付け提出のあった京極町除排雪機械運転免許取得支援事業計画書につ

いては、京極町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により

審査した結果について次のとおり通知します。 

 

   年  月  日 

 

京極町長 

 

記 

 

 

 審査結果   適当と認め承認する。 不適当と認め承認しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算し

て 3か月以内に、町長に審査請求をすることができます。 

 

 

注 不要な文字を二重線で抹消して使用すること。 



様式第３号（第１１条関係） 

 

補助事業実績内訳書 

  

１ 事業者名 

２ 除排雪機械運転免許等取得者 

氏  名 

（年齢） 

資格の名称 補助対象経費

（円） 

交付申請額

（円） 

取得期間 

     

     

     

     

合 計 
    

 注１ 補助対象経費の内訳がわかる書類（除排雪機械運転免許等取得者が取得した資格

の種類、教習所の領収書等）を添付してください。 

  ２ 交付申請額は、千円未満の端数を切り捨てた額を記載してください。 

  ３ 資格を取得したことを確認できる書類（免許証の写し等）を添付してください。 

  ４ 他の補助金等がある場合は、収入額を確認できる書類を添付してください。 

  



様式第４号（第１５条関係） 

 

年  月  日 

 

京極町長 様 

 

報告者 所在地  

事業者名 

代表者名          ㊞ 

 電 話 

 

京極町除排雪機械運転免許取得支援事業免許等取得者在籍状況等報告書 

 

年  月  日付け指令  第  号で補助金の交付決定を受けた除排雪機械

運転免許等取得者について、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 在籍状況等 

除排雪機械運転免許 

等取得者の氏名 
交付決定年度 在籍状況 従事日 

  在籍・退職  

  在籍・退職  

  在籍・退職  

  在籍・退職  

 注１ 従事日は、免許等取得後初めて除雪機械を運転した日付を記載してください。 

２ 取得した免許等を保持していることを確認できる書類（免許証の写し等）を添付し

てください。 

３ 免許等取得者が初めて自ら除雪機械を運転した年度分の報告については、自ら除雪

機械を運転したことを確認できる書類（除雪作業日報、写真等）を添付してください。 

 ４ 免許等取得者が退職したときは、在籍状況に退職した日付を記載してください。 

 

 

 


